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平成２６年度公社等外郭団体の点検評価等について

「公社等外郭団体への関与等に関する指針（平成１６年１０月２９日 行財政改革推進

本部・公社等外郭団体見直し部会決定。以下「関与等指針」という。）」に基づき、公社

等外郭団体（以下「公社等」という。）の主体的、自立的な経営を促進するために実施し

た、公社等の平成２５年度における「運営状況等に関する調査」及び「点検評価」（以下

「点検評価等」という。）の実施方法とその結果は、次のとおりである。

１ 点検評価等の実施方法

（１）基本的考え方

マネジメントサイクルが確立され、「成果重視の主体的・自立的な公社等経営」

が確保されているかを評価

県行政の補完的業務を担い、県と連携しながら県民サービスの向上に努めなけれ

ばならない社会的責任を負うことに鑑み、各公社等が経営目標を設定し、コスト意

識を持った経常的な点検評価、見直しなどを行うマネジメントサイクルが確立され、

計画的かつ適正な業務運営が図られているかを評価することを基本とする。

（２）点検評価等の視点と主な評価項目

《視点１：計画性》

公社等経営の理念・目標・方針等が、各種計画等に反映され、事業の企画立案、

実施、評価、改善が行われているかという、経営マネジメントサイクルの視点

〔評価項目：定性指標〕

○ 各種計画の目標値と実績の差異の分析

○ 環境変化、住民ニーズの的確な把握 など

《視点２：経済性・効率性》

事業の収支バランスと採算性・収益性の視点

〔評価項目：定量指標〕

○ 施設等稼働率・収支比率・人件費比率 など

〔評価項目：定性指標〕

○ 収支バランスや収入増加策の評価

○ 経費削減策の評価

○ サービス向上策の評価 など



- 2 -

《視点３：個別課題への対応状況》

各公社等の個別課題の取組状況・進捗管理

（３）点検評価等の実施方法と視点

① 一次点検評価【公社等による点検評価等】(平成26年7月実施)

ア 実施方法： 公社等は、「付表（運営状況等に関する調査）」を作成すると

ともに、自ら点検評価を行った上で、「点検評価表」を県の所管

部局長に提出する。

イ 視 点： 「経営責任者による主体的な点検評価等」がなされること。

② 二次点検評価【県所管部局による点検評価等】(平成26年7月実施)

ア 実施方法： 所管部局長は、「付表」の内容を検証するとともに、二次的な

点検評価を行った上で、「点検評価表」を総務部長に提出する。

イ 視 点： 「所管部局長としての責任ある公社等の点検評価等」及び「部

局長自身の責任ある関与状況などの点検評価」がなされること。

③ 三次点検評価【総務部による点検評価】(平成26年9月実施)

ア 実施方法： 各所管部局長から提出された「点検評価表」について、総務部

において、三次的な点検評価を行う。

イ 視 点： 「統一的・客観的な点検評価」であること。

④ 点検評価等結果の公表

ア 実施方法： 点検評価等の結果について、概要等を県ホームページ等で公表

する。

イ 視 点： 「行政の透明性の確保と説明責任の遂行」を果たし得る公表内

容であること。

２ 点検評価等の結果

関与等指針対象の１８公社等の三次点検評価等の結果は次のとおり。
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（三次点検評価）

公社等名称 公益財団法人ふくしま自治研修センター

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 公益財団法人として公益性の高い研修事業、政策支援事業を実施するため、「研修

基本要綱」に基づき、年度ごとの「事業計画」及び「収支計画」を策定し運営を行

っているが、現行の「研修基本要綱」の策定から５年目となっていることから、現

行要綱の評価を踏まえ見直しを行うとともに、中期的に達成すべき目標等を盛り込

んだ「経営計画」についても、震災以降の県内自治体における新たな研修ニーズ等

を踏まえた上で早期に策定し、経営方針及び活動計画を明らかにしながら計画的な

運営を行っていく必要がある。

■ 平成２５年度収支は、調査研究支援事業の一部について調査研究支援基金の取崩

しで対応したことから、１，５７７千円の支出超過となった。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 平成２５年度の研修部門は、受入実績が５,８７９名となり、東日本大震災前の水
準程度に回復したが、震災等の影響により、平成２３年度及び２４年度に実施でき

なかった階層別研修の受講時期の遅れ等が現在も続いていることから、その遅れを

取り戻す必要がある。

■ 研修終了後、研修の有意義度や理解度等について、研修生、講師及びセンター職

員による三者の意見等を集約し、研修評価会議等において総合的な評価・検討を行

う「研修評価システム」を実施し、研修の質の向上に努めている。

■ 政策支援部門では、「ふくしまのイメージアップについて」をテーマとした政策研

究会の開催や白河市との共同調査研究など、自治体のニーズに応じた支援が提供さ

れているものと認められる。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 東日本大震災からの復興等に係る多数の行政課題が生じていることから、新たな

課題に対応できる人材の育成や専門的かつ高度な政策支援を始め、増加傾向にある

新規採用職員に対する研修や階層別研修への適切な対応が求められる。
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（三次点検評価）

公社等名称 福島県土地開発公社

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成２６年３月に「福島県土地開発公社経営方針（平成１８年３月）」を改訂し、

平成２６年度以降は債権管理業務のみになることに伴い、組織体制や業務執行体制

の見直しを中心とした経営改革を行うこととしている。

■ 平成２５年度収支は、長期国債の活用等による事業外収益の確保や人件費及び管

理費の削減の結果、８２６千円の黒字となっており、実施事業が縮小する中、効率

的な経営が行われている。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ いわき四倉中核工業団地造成事業用地については、平成２５年度に１区画を分譲

し、２７区画中１３区画が販売済みとなった。残った事業用地については、県に有

償譲渡し、当公社が保有する事業用地を全て処分した。

■ 会津喜多方中核工業団地（仮称）に係る調査費の公社立替分については、県が平

成２４年度及び２５年度の２か年で償還することとなり、予定どおり当該年度分の

４，１００万円の償還を受け精算された。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 当公社については、平成１７年３月の公社等外郭団体見直し部会で、新規事業に

は着手せず、継続事業及び債権管理のみを行い、業務量に見合った組織・人員体制

の合理化を進めることとされ、将来的には解散する方向性が示されている。

■ 最後の継続事業であった「いわき四倉中核工業団地整備事業」については、平成

２５年度に県が当公社の持ち分を買い戻して清算し、当公社の土地取得造成事業は

全て終了した。平成２６年度以降の業務は、いわき四倉中核工業団体整備事業及び

本宮市工業団地造成事業に係る債権管理のみとなることから、最終的な解散に向け

た課題等を解決していく必要がある。
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（三次点検評価）

公社等名称 公益財団法人福島県文化振興財団

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成２４年度に県からの出捐金の追加及び財団法人福島県文化振興基金の財産承

継により財務基盤の安定化が図られたが、新公益法人会計基準の導入により退職金

引当金の計上が義務化され、依然としてそれに対応する資産の積立不足（約１億７，

８００万円）が課題となっていることから、収支相償を図りながら、財団の経営努

力により改善を図ることが求められている。

■ 平成２５年度収支については、退職金の支払等により、４，７００千円の支出超

過となっている。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 主催事業におけるアンケートの実施や福島県文化財センター白河館における有識

者で構成される運営協議会の設置により、利用者や外部委員等の評価及び意見を取

り入れ、県民へのサービス向上を図る取組は評価できる。

■ 福島県文化センターについては、開館日数及び利用時間の拡大、震災復興関連イ

ベントの実施等により、年間利用者数は前年度比約１４万２千人増の３４万７千人

となり、震災以前の利用者数を上回る水準まで回復した。

■ 文化財センター白河館（まほろん）については、国立科学博物館の被災地支援事

業を受け開催した特別展「震災復興・国立科学博物館コラボミュージアム in まほろ
ん」の集客効果等により、年間利用者数は前年度比で約１，５００人増の約３万２

千人となり、震災以前の水準（平成２１年度：約３万７千人）まで回復しつつある。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 平成２６年４月１日に新公益法人制度上の公益財団法人に移行したことから、今

後とも公益認定基準を遵守しつつ、公益目的事業の実施に努めていく必要がある。

■ 震災復興に係る埋蔵文化財発掘調査事業については、今後の業務量の推移を踏ま

え、中長期的な視点で組織・人員体制の在り方を検討していく必要がある。

■ 引き続き、当財団が有している専門性やこれまでの経営ノウハウ等の資源を最大

限に生かし、魅力ある事業の企画・誘致や営業活動等により、更なるサービス向上

を図り、利用者数や利用料金収入等の確保に取り組んでいく必要がある。
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（三次点検評価）

公社等名称 公益財団法人ふくしま海洋科学館

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 「(財)ふくしま海洋科学館新・中期経営計画（平成２１年度～２５年度）」におい

て、成果目標を数値化し、当該成果目標に基づき点検・評価を行っていることに加

え、来館者へのアンケート調査や地域の団体との意見交換等を通して、利用者や地

域ニーズの把握に努めるなど、様々な角度からマネジメントサイクルの確立に取り

組んでいる。

■ 平成２５年度収支は、法人の効率的な施設運営に加え、風評による入館料収入減

少分に係る東京電力（株）からの損害賠償収入があったことから、収支バランスを

維持することができている状況にある。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 年中無休の継続や夏休み時期等の開館時間の延長に加え、リピーター対策として

年間パスポートの販売や入場券をコンビニエンスストア店舗で購入できるようにす

るなど、来館者サービスの向上に努めていると評価できる。

■ 子どもたちの「命の教育」及び「子育て支援」を強化充実させるための「わくわ

く里山・縄文の里計画」の検討を進めるなど、生涯学習施設としての機能を強化し、

他の水族館との差別化を図りながら、来館者数の回復に取り組む姿勢が認められる。

■ 平成２５年度の入館者数は、前年度比約７万５千人増の約５９万７千人となった

ものの、原発事故による風評の影響が依然として大きく、震災前の平成２２年度の

約７割に止まっている。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 原発事故に伴う風評により、入館者数が震災前の水準まで回復していないことか

ら、広報や更なるサービス向上に努め、県と連携を図りながら、利用者数の増加に

向けた取組を進めていく必要がある。

■ 県職員の派遣については、指定管理者として他の民間団体等との公平性の確保や

財団の自主的・主体的な経営を促進するため、計画的な削減を行っているものの、

平成２６年度においても、常勤役職員４９名中６名の派遣があることから、引き続

き派遣の見直しを図り、県関与の縮小に努めていく必要がある。
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（三次点検評価）

公社等名称 公益財団法人福島県青少年育成・男女共生推進機構

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成２４年度末に平成２５年度から２９年度までの数値目標を盛り込んだ新たな

経営計画を策定し、評価及び検証を定期的に行いながら、施設運営及び各種事業計

画に反映させている。

■ 平成２５年度収支は、青少年会館勘定では人件費や運営費の削減など支出の抑制

に努めた結果、２,５１７千円の黒字となったが、男女共生センター勘定では浪江町

役場機能の移転に伴う研修室使用料の減少に加え、光熱水費の上昇等により、４,５

５５千円の支出超過となった。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 青少年会館の利用者数は、震災の影響による他施設からの代替利用の減少等によ

り、前年度実績は下回ったが、震災前の平成２１年度比ではほぼ同水準を確保した。

■ 男女共生センターの利用者数は、浪江町役場機能の移転に伴い研修室利用は減少

したが、介護実習や企業研修の利用者増、自主事業として実施している「原子力避

難者宿泊料助成事業」の効果等により宿泊室利用者が増加し、全体で前年度実績を

上回った。

■ 施設利用者や事業参加者へのアンケート調査の実施等により住民ニーズの把握に

努めるとともに、男女共生センターでは企業研修プロジェクトチームを設置するほ

か、利用者の需要の多いゴールデンウィーク期間中に臨時で開館するなど、サービ

ス向上に取り組んでいることは評価できる。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 自己資産である「青少年会館」と県の公の施設である「男女共生センター」とい

う２つの性格の異なる施設を管理運営している。昭和５４年に建設された青少年会

館については施設の老朽化、男女共生センターについては近隣施設との競合など、

いずれの施設とも厳しい状況下にあることから、平成２６年度に新たに設置した法

人経営会議において、青少年会館の在り方や両施設の組織・人員体制の再構築も含

め、二館の更なる連携について、引き続き検討を進めていく必要がある。

■ 男女共生センターへの県職員の派遣については、平成２６年度から２名全員を引

き上げ、県職員の派遣を解消し、県の人的関与の縮小に努めたことは評価できる。

今後とも、経営計画に基づき、自主的・自立的な運営に努めていく必要がある。
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（三次点検評価）

公社等名称 公益財団法人福島県国際交流協会

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成２３年度から平成２７年度を計画期間とする「第４期運営基本計画」を策定

し、５年間の目標が数値化され明確になっている。同計画における経営の基本的方

針に基づき、財源の確保と経費の削減及び効率的な業務運営の推進に向けた主体的

・自主的な取組を進めていることは評価できる。

■ 平成２５年度収支は、長期にわたる低金利情勢の中で十分な基本財産運用益の確

保が困難となっていることや、震災の影響等による賛助会費収入の伸び悩み等によ

り、４７５千円の支出超過となっている。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 従前からの土曜日開所を継続しているほか、研修会やセミナーなどについては、

県民が参加しやすい土曜日・日曜日に開催するなど、県民の利便性向上に努めてい

るものの、平成２５年度の施設利用者数は前年度比約５％減の２,１６５名となって

おり、震災以前の平成２１年度の約３７％に止まっている。

■ 震災等の影響により、賛助会費収入が減少傾向にあるため、新規会員の獲得や既

存会員の継続に向けた取組を行っているものの、個人会員は前年度比１名減の１１

２人、団体会員は１団体増の５８団体となり、前年度と同水準となった。

■ 当協会のホームページにおいて、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語及びタガ

ログ語等の多言語化による情報発信を行いサービス向上に努めるとともに、震災後

に変化したニーズを踏まえ、本県の復興の姿の発信及び外国出身の子ども支援に係

る新たな事業を実施するなど、外国出身県民に対するきめ細かな支援を行っている

ことは評価できる。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 長期にわたる低金利情勢による運用益の確保が困難であり、厳しい財務状況が継

続し赤字基調の改善には至っていないことから、賛助会費収入の確保はもとより、

国や関係機関、民間団体の助成制度の活用など、多様な財源の確保に努めるととも

に、事務事業の見直しや今後の組織・人員体制についても検討していく必要がある。
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（三次点検評価）

公社等名称 社会福祉法人福島県社会福祉事業団

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成１４年３月に経営改革の基本方針となる「経営改革指針」を策定した後、平

成１６年１月に具体的な実行計画として「経営改革事業実施計画書」、平成１７年３

月に指定管理者制度導入を踏まえた「経営改革事業実施計画見直し計画」を策定し

た。平成２５年３月には、今後１０年間の運営指針として「良質なサービスの提供」

と「経営基盤の強化」を両輪とした新たな「中長期経営計画」を策定するなど、主

体的・自立的な法人運営を進めていることは評価できる。

■ 平成２５年度収支は、職員の新陳代謝に伴う人件費減、管理栄養士等の全施設配

置による栄養管理加算等を取得するなどの収入増等により、１２６，５１２千円の

黒字となっている。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 面談や懇談会等を通じて入居者、家族及び地域のニーズを把握するととともに、

施設サービス評価外部委員など第三者の視点を活用したサービスの改善に加え、「虐

待防止及び権利擁護に関する『気付き』向上研修」等の内部研修を行うなど、サー

ビス向上に向けて積極的に取り組む姿勢が認められる。

■ 平成２５年度に防災備品倉庫を設置するとともに、平成２６年度には防災規定･マ

ニュアルの見直しを行うなど、東日本大震災の教訓をいかした取組は評価できる。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 県立社会福祉施設等の指定管理者として、当該施設の管理運営を行っているが、

事業団が有している経営資源やノウハウ等を活用し、更なるサービス向上策につい

て継続的に検討していく必要がある。

■ 原子力発電所事故に伴い太陽の国に避難している浪江ひまわり荘については、浪

江町への帰還時期が不透明な状況にあることから、現在の仮設施設の利用期限（平

成２９年３月３１日）の延長等に係る国への働き掛け等も含め、利用者へのサービ

ス提供や処遇に支障を来さぬよう、十分に配慮し業務を継続する必要がある。

■ 飯坂ホームについては、平成２５年度に県からの補助金及び貸付金の支援を受け、

「福島県飯坂ホーム移転改築事業」として着手したことから、平成２７年度の竣工

に向け、計画的に事業を推進していくことが求められる。
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（三次点検評価）

公社等名称 公益財団法人福島県産業振興センター

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成２５年６月、平成２５年度から平成２７年度までの３か年を取組期間とする

「中期事業計画」を策定し、事業ごとに成果目標を定めるとともに、法令遵守やマ

ネジメントサイクルを規定し、適切に自己評価を実施している。

■ 前年度に懸念された貸倒引当金の計上等による正味財産の大幅減については、平

成２５年度に「原子力災害に伴う特定地域中小企業特別資金事業」及び「被災中小

企業施設・設備整備支援事業」に係る事業費充当基金が増額されたことに加え、破

綻懸念先から正常先となった債権が増加したことに伴い貸倒引当金を戻入した結果、

正味財産は１０６，６０２千円増加した。

これら資金貸付事業に係る貸倒引当金の計上は、将来のリスクに備えたものであ

り、実際の支出を伴うものではないが、引き続き、安全かつ有利な基金の運用や適

正かつ徹底した債権管理が求められる。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 中核的中小企業支援機関として、再生可能エネルギー分野への進出支援や各種コ

ンサルティング、設備投資支援、人材育成支援など、東日本大震災及び原子力災害

の被害を受けた県内中小企業の支援に取り組んでいることは評価できる。

■ 復興相談に関する総合窓口である「福島県産業復興相談センター」において、延

べ７９９件の相談対応や震災被害からの再生に伴い二重ローンに苦しむ事業者を支

援するための既往債権買取を３３件実施した。

■ 公の施設の指定管理者として、福島県産業交流館は、多目的展示ホールの稼働率

が震災前の平成２１年度の水準を上回っており、コラッセふくしまは、会議室利用

率が過去最高となった前年度を下回ったものの、稼働率は回復傾向にある。引き続

き、サービス水準の向上に努めながら、施設の利用促進に向けた取組を実施してい

くことが求められる。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 自主事業の実施に当たっては、県内中小企業のニーズを十分把握した上で、商工

団体等関係機関との連携や役割分担を考慮しながら、震災等により影響を受けた県

内経済に即応した機動性の高い事業を効果的・効率的に行っていくことが求められ

る。

■ 平成２６年度当初においては、常勤役職員４５名中３名が県派遣職員となってい

る。引き続き、センターの主体性、自立性の発揮に向けて、プロパー職員の採用、

養成により、県派遣職員の段階的な削減を検討していく必要がある。



- 11 -

（三次点検評価）

公社等名称 公益財団法人福島県観光物産交流協会

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 「中期事業・運営計画（平成２１年度～２５年度）」を策定し、観光集客の目標、

収益事業の運営目標、経営基盤の回復・強化を図るための収支目標を定め、目標達

成のための経営方針や事業の体系を規定している。また、当該計画等の修正や次期

計画策定への反映のため、消費者及び生産者に対するアンケート調査、バイヤーか

らの情報収集などに努めるなど、環境変化や住民ニーズを捉えた主体的な経営に取

り組んでいることは評価できる。

■ 今後、これまでの「中期事業・運営計画」の成果等を踏まえ、東日本大震災の影

響や公益法人認定等の状況の変化を反映させた新たな「中期事業・運営計画」に基

づく適切な進行管理が求められる。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 平成２５年度収支は、７３３千円の黒字となっているが、前年度と比較すると大

幅に圧縮されている。これは、公益財団法人への移行に伴い、収益事業から公益目

的事業へ繰入を行い、公益目的事業の収支相償に配慮した結果であり、収益事業に

位置付けた浄土平レストハウスやくろがね小屋等の売上額が目標を上回ったことは

評価できる。

■ 観光物産館、物産展、ふくしま市場、観光交流館については、震災復興支援の物

産展やイベントへの積極的な出店販売等により、売上額が目標を上回った。

また、浄土平レストハウスについては、磐梯吾妻スカイライン及び浄土平駐車場

の無料化等により、利用客が増加したこと等に伴い、売上額が目標を上回った。く

ろがね小屋についても、登山客の増加により目標を達成している。

一方、天鏡閣については、震災以降観光客の入込が戻っていない状況にあり、売

上額は目標額を下回った。

■ ふくしま自治研修センターや各種団体の実施する講習会、プレＤＣ関連のおもて

なし研修等への参加や類似施設の視察等により、サービス向上や接客業務の改善に

係る職員の資質の向上に努めたことは評価できる。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 観光物産館及び天鏡閣の指定管理者として、引き続き当協会が有している経営資

源やこれまでの経営ノウハウ等をいかし、更なるサービス向上と利用者の拡大を図

っていく必要がある。

■ 各施設間の交流・連携により、引き続き効果的な観光及び物産のＰＲに努めてい

く必要がある。また、公益法人として公益目的事業を確実に実施するとともに、収

益事業における収益の確保により安定的な経営を行っていく必要がある。
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（三次点検評価）

公社等名称 一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成２５年５月１日、本県の医療関連産業集積を進めるために設立され、県と一

体となって医療機器関連産業の振興に向けた各種事業を展開している。

現在、当機構は、平成２８年度に開所が予定されている「福島県医療機器開発・

安全性評価センター（仮称）」の運営を担うために必要な準備を進めているところで

あるが、今後、同センター開所後の運営を見据え、中期的な経営計画を策定する必

要がある。

■ 平成２５年度収支は、１，２５１千円の黒字となっている。現在の収入は、県か

らの運営費補助及び委託事業が大半を占めており、当期収入全体に占める補助金等

依存率は約８０％と高い水準にあることから、今後、自主財源の確保に向けた取組

の強化が求められる。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 医療福祉機器研究会の会員数やメディカルクリエーションふくしまの出展者数は

増加しており、医療機器関連企業同士のネットワーク形成等に貢献しているものと

認められる。

■ 研究会やセミナー等の開催に当たり、メーリングリストを活用した情報提供や関

係機関への通知等、様々な方法によって周知を徹底することで、参加者の増加につ

なげている。

■ メディカルクリエーションふくしまについては、将来の医療機器関連産業を担う

人材の発掘のため教育機関へ周知を行い、専門学校生の参加を促すなど、医療関連

産業全体の裾野を広げる取組を行っていることは評価できる。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 福島県医療機器開発・安全性評価センター（仮称）の開所を見据え、専門的知識

を有する職員の計画的な採用や標準作業手順書の作成など、必要な準備を進めると

ともに、自主財源の確保により財政基盤の強化を図っていく必要がある。
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（三次点検評価）

公社等名称 公益財団法人福島県農業振興公社

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成２４年３月、平成２４年度から２８年度までを計画期間とする「第四次経営

合理化計画」を策定し、単年度収支の改善を基本とする経営の健全化と長期保有地

の解消に努めてきたが、公益法人への移行や農地中間管理機構の指定等の状況の変

化を踏まえ、早急に同計画を見直す必要がある。

■ 公益法人への移行に向け、前年度に棚卸資産である保有地を時価評価したこと等

により多額の累積欠損金を計上したが、平成２５年度に県の経営健全化事業の財政

支援等により、前年度期首の累積欠損金を解消し、累積損失を大幅に縮減した。引

き続き、経費の節減及び自己財源である手数料等収入の確保に努め、単年度黒字を

確保していく必要がある。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 農地保有合理化事業については、震災等の影響により農地の売買が低迷する中、

農地の賃貸借及び農作業の受委託による農地利用の集積は、ほぼ計画どおりの実績

を確保するとともに、耕作困難な農地に係る賃借料の減免措置や原子力損害賠償の

代理一括請求を行うなど、被災者支援対策を実施したことは評価できる。

■ 就農支援関係事業については、就農相談件数が前年度比５件減の６９件となって

おり、新たな職業として農業が注目されていた震災前と比較するとほぼ半減している。

■ 特定鉱害復旧事業については、東日本大震災とその後の余震等により発生した浅

所陥没等事故１３箇所の復旧を着実に実施した。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 平成２６年４月１日に新公益法人制度上の公益財団法人に移行したことから、今

後とも公益認定基準を遵守しつつ、公益目的事業の実施に努めていく必要がある。

■ 県は、当公社が県行政を補完する公益事業のみを実施していること等を踏まえ、

平成２５年度から公社の財務健全化に向けた必要な財政支援を行っているが、公社

においても更に主体性を持って独自の取組を強化し、経営状況の改善に努めていく

必要がある。

また、農地中間管理事業については、国の施策のもと担い手への農地集積と集約

化を積極的に推進し、併せて国の助成等により収入を確保することも期待されてい

ることから、中長期的な業務量と財務事情に見合った適正な人員体制を検討する必

要がある。

■ 開発関連長期保有地については、早期売渡が求められており、今後も引き続き関

係機関との協議を重ねるなど処分に向けた取組を強化する必要がある。

一般長期保有地については、残りが僅かとなったことから、農業委員会等関係機

関と連携しながら、全てを早期に処分できるよう取組の継続が必要である。
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（三次点検評価）

公社等名称 公益社団法人ふくしま緑の森づくり公社

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成１８年５月に「改訂第２次改善計画」を策定するとともに、平成１９年５月

に「改訂第２次改善計画分期計画」、平成２２年５月に「改訂第２次改善計画後期分

期計画」、平成２６年５月に「経営改善計画書」を策定し、公社自ら人件費等管理経

費の節減や森林施業の合理化、土地所有者の協力による分収割合の見直しを進める

など、経営の抜本的な改善策に取り組んでおり、「経営改善進行管理委員会」による

取組成果の検証、次年度事業計画への反映など、マネジメントサイクルが確立され

ている。

■ 平成２５年度収支は、間伐材売却収入の増や人件費等管理費の節減等により６,９

０２千円の黒字、当期正味財産も１３４,７１６千円の増となっているものの、投入

した資金が収益として回収されるまで長期間を要するという分収林事業の特殊性か

ら、必要な資金の大半を国や県の補助金と日本政策金融公庫からの借入金に依存し

ており、平成２５年度決算ベースでは、約５０３億円もの長期債務を抱え、木材価

格の長期低迷や労働賃金の上昇などの経営の外部環境の変化から、将来の見通しが

不透明なまま、金利負担を余儀なくされている非常に厳しい経営状況が継続している。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 長期収支改善策の大きな柱である土地所有者の協力による分収割合の変更契約に

ついては、平成２５年度末契約件数で６５．６％の進捗状況となり、市町村契約、

財産区契約についてはともに９８％に達している。

今後とも、粘り強い交渉や説明会の開催などにより、社員市町村や地元森林組合

等の関係機関の協力を得ながら、土地所有者の理解が得られるよう全力で取り組む

必要がある。

■ 長伐期施業を進めるための契約期間の延長については、平成２５年度末契約件数

で８３．７％の進捗状況となっており、進捗が鈍化する中、特に契約期間の満了が

迫る案件を優先するなど、引き続き積極的に取り組む必要がある。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 平成２６年４月１日に新公益法人制度上の公益社団法人に移行したことから、今

後とも公益認定基準を遵守しつつ、公益目的事業の実施に努めていく必要がある。

震災により本県の森林整備が停滞を余儀なくされている中、当公社は森林再生に

向けて先導的・中核的な役割を担うことが求められていることから、公益法人とし

て、分収林事業を通じ、本県の森林再生に取り組むとともに、これまでの経験等を

生かして市町村支援を積極的に行うことが求められる。
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（三次点検評価）

公社等名称 公益財団法人福島県栽培漁業協会

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成２２年６月に策定した「第Ⅱ期経営計画（平成２２年度～２６年度）」につい

ては、東日本大震災等により協会を取り巻く環境が大きく変化したことから、復興･

再生を目指す本県の水産業振興施策の方向性を踏まえ、平成２６年３月に計画の見

直しを行い、平成２５年度から種苗生産体制が整う平成２８年度までの４年間の計

画期間としている。

■ 平成２５年度収支は、３６０千円の支出超過となったが、新たな特定資産として

今後の基本財産運用収入の減収額等に充当するため、財政基盤安定化積立資産を３

９，５００千円積み立てしたことから、正味財産は前年度より５０，２２１千円増

加しており、経営に支障を及ぼすものではないものと認められる。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 国の「被災海域における種苗放流支援事業」を活用し、平成２４年度に独立行政

法人水産総合研究センター増養殖研究所南伊豆庁舎において採卵・採苗し育成して

きたエゾアワビ稚貝５万個を、平成２５年７月～１０月にいわき市及び相馬市に放

流した。また、公益社団法人新潟県水産振興協会村上事業所においては、ヒラメ種

苗を生産し、平成２５年７月に相馬市及び南相馬市の海域へ計１０万尾の稚魚を放

流した。

これらは、前年度に引き続き、経営計画における放流目標数量を達成しており、

漁業者等のニーズを踏まえ、安定・効率的かつ種苗に負担のない状態で放流できる

よう努めたことは評価できる。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 県が平成２９年４月に開所予定の「水産種苗研究・生産施設（仮称）」における業

務内容、生産規模に対応した組織・人員体制等の検討が必要である。
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（三次点検評価）

公社等名称 公益財団法人ふくしまフォレスト・エコ・ライフ財団

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成２５年８月、震災等の社会情勢の変化を踏まえ、平成２５年度から平成３４

年度までの１０か年を計画期間とする新たな中長期計画を策定した上、経営基盤の

強化等に努めるなど、自主的・主体的に取り組んでいることは評価できる。

■ 平成２５年度の事業収入においては、オートキャンプ場の利用者数の増加や日帰

り温泉利用及び物品販売等の収入が増加したこと等から、前年度比で約１１，６０

０千円の増収となり、震災前の平成２２年度比の９８％まで回復してきており、加

えて東京電力（株）からの賠償金収入等により、正味財産は前年度に比べて１４８

千円増加した。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 施設利用者数については、森林学習施設区域で前年度比８１％増、オートキャン

プ場区域で前年度比１７％増となっており、震災後の利用者数の落ち込みから回復

傾向にあり、利用促進に取り組んだ成果と認められる。

■ 復興支援特別割引制度を財団独自に設け、日ごろ離れて暮らす避難者等が再会目

的にオートキャンプ場を利用する際のサポートを実施するほか、避難者を対象とし

た温泉の無料招待など、県民ニーズに即した震災復興の取組を展開していることは

評価できる。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ オートキャンプ場については、老朽化（特にトレーラー、温泉等の施設）が進ん

でおり、県と財団が一体となって対応を検討していく必要がある。

■ ふくしま県民の森（フォレストパークあだたら）の指定管理者として、当財団が

有している経営資源やこれまでの経営ノウハウ等を生かし、施設の魅力を十分引き

出すような取組を行い、利用者の拡大を図っていく必要がある。
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（三次点検評価）

公社等名称 福島県道路公社

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成２５年４月、観光有料道路３路線の県への移管に伴う業務縮小を踏まえた経

営目標や内部組織体制の見直し等を内容とする「第３期中期経営計画（平成２５年

度から平成２７年度）」を策定し、自主的・主体的な経営が行われている。

■ 平成２５年度の事業収入は、あぶくま高原道路の料金収入の増加等により前年度

比１０６％、支出では人件費等管理費の削減により前年度比８４％となったが、観

光有料道路３路線の無料開放に伴う未償還金の処理等のため、７５２，７８８千円

の収支差損が発生した（当該損失は道路事業損失補填引当金で充当）。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 観光有料道路３路線については、前年度に引き続き無料開放措置が行われ、関係

団体との連携等により積極的にＰＲ活動に取り組むとともに、７月２４日の料金徴

収期間満了日以降は県から委託を受けて適正な維持管理に努めたものと認められる。

■ 福島空港道路の通行台数については、利用促進に向けた各種ＰＲの実施や原発事

故避難者及び母子避難者を対象とした無料措置を実施したこと等により、前年度比

１１５％、平成２２年度比１９２％の４６８，６３９台となり、料金収入について

も前年度比１１３％の１３１，７８２千円となった。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 平成２５年度に観光有料道路３路線が県へ移管され、平成２６年度からの公社業

務は、福島空港道路及び有料駐車場の管理のみと大幅に縮減されたため、本社のあ

ぶくま高原有料道路管理事務所への移設及び県派遣職員の削減を含め、業務の実態

に即した必要最小限の組織・人員体制への見直しが必要である。

■ 福島空港道路については、通行台数は増加傾向にあるものの、許可計画に対して

通行台数が大幅に少ないため収支差損が発生しており、更なるＰＲ活動等により利

用促進を図るとともに、コスト削減に努め、収支の改善を図っていく必要がある。
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（三次点検評価）

公社等名称 一般財団法人ふくしま市町村支援機構

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成２４年６月１日の一般財団法人移行に合わせ、経営理念として「信頼される

組織」「永続する組織」及び「幸福の基盤」の３本の柱を掲げ、その実現のための行

動指針として平成２４年度から平成２６年度までの３か年を計画期間とする「中期

経営計画」を策定し、各種事業を実施した上、各主要施策の自主事業評価を行うな

ど、自主的・主体的な経営が行われている。

■ 平成２５年度は、市町村等からの公共事業等の発注者支援業務や除染業務支援事

業の受託件数が大幅に増加したことから、正味財産は前年度より１０１,６０４千円

増加している。借入金もなく、短期資金の流動性を示す流動比率は２４２．９％と

なっており、平成２１年度以降は黒字傾向にあることから、健全な経営状態にある

と認められる。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 東日本大震災及び豪雨災害等の被災市町村に対し、災害復旧に関する様々な相談

や助言等を行うとともに、公共事業サポート事業として、技術者が不足する町村に

対し職員を派遣し、指導助言を行うなど積極的な支援を実施したことは評価できる。

■ 帰還困難区域等の避難指示区域に設定されている市町村の子どもたちの福祉対策

等の向上に資するため、当該１１市町村に対して寄附金を贈呈するなど、地域社会

の発展に貢献する活動を展開していることは評価できる。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 市町村等の公共事業の執行支援はもとより、震災や豪雨災害の復旧・復興支援、

更には除染業務の支援等、良質な社会資本整備と地域社会の発展等に貢献しつつ、

健全な経営を継続するため、引き続き市町村等のニーズを的確に把握しながら、収

益確保に努めていく必要がある。

■ 今後、東日本大震災からの復興需要の収束が見込まれることから、新たな事業分

野への進出等や業務量に見合った組織・人員体制についての検討等を行い、安定的

・自主的な運営に努めていく必要がある。
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（三次点検評価）

公社等名称 公益財団法人福島県都市公園・緑化協会

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成２０年度に策定した「中期経営計画（平成２１年度～）」の計画期間が平成２

５年度で満了することから、平成２６年１月に次期経営計画として、中長期的な経

営のあり方を明示し戦略的な目標に基づいた具体的な取組を掲げる「中・長期経営

計画（平成２６年度～平成３５年度）」を策定した。

■ 平成２５年度収支は、９,８６６千円の黒字となったが、固定資産売却損（土地等）

を計上したため、正味財産は３，２３１千円の減少となっている。

なお、人件費比率は減少傾向にある一方、一人当たりの事業収入は増加傾向にあ

ることから、法人経営の効率性は高まってきているものと認められる。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 平成２５年度のあづま総合運動公園の年間利用者数は、復興イベント等により大

幅に増加した前年度に比べ、陸上競技場の改修工事や除染工事等により利用が一部

制限されたことから、前年度比７９．８％となったが、震災前の平成２２年度比９．

４％増の約１５０万人となった。

また、福島空港公園は約４７万人、逢瀬公園・緑化センターは約１６万人、福島

市民家園は約３万６千人と前年度の利用者数を８～１７％上回ったものの、須賀川

市市民の森については、前年度比１２％減の約５，４００人にとどまった。

■ 施設全体の利用者数は、前年度比８７．６％となっているが、中期経営計画の初

年度である平成２１年度比では１０５．３％となっている。一方、利用料収入は、

公の施設として学校利用等への減免措置等もあり、利用者数に連動せず伸び悩んで

いることから、利用者数と利用料収入の増加を共に図っていくことが求められる。

■ 公園利用者会議を開催するとともに、意見箱の設置や電子メールの活用等により

利用者の声の把握に努め、関係団体等と連携を図りながら、利用者ニーズに対応し

た施設運営や業務の改善を行っていると認められる。

また、前年度に引き続き、あづま総合体育館の軽運動室に設けた屋内遊び場の無

料開放や各種復興イベントの開催にも積極的に取り組んでいることは評価できる。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ あづま総合運動公園、福島空港公園、逢瀬公園・総合緑化センター、福島市民家

園及び須賀川市市民の森の指定管理者として、今後とも、これまでのノウハウの蓄

積を十分に活用し、効果的なＰＲや独自イベントの継続的な取組、関係団体との連

携強化などの創意工夫により、更なる利用者の増加と利用料収入の確保、経費削減

に努めていく必要がある。
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（三次点検評価）

公社等名称 公益財団法人福島県下水道公社

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成２２年度から平成２６年度までの５か年を計画期間とする「新中期経営計画」

を策定し、「下水道公社プラン２０１０進行管理部会」による定期的な進行管理を行

ってきたが、震災による下水汚泥問題や公益財団法人への移行など公社を取り巻く

環境が大きく変化したことから、平成２６年１月に「第三次中期経営計画（平成２

６年度～平成３０年度）」を１年前倒しで策定した。

■ 平成２５年度は、下水道工事に関する設計積算等の受託収入額が増加したこと等

により、正味財産が４４，４４４千円増加している。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 原子力発電所事故に伴い、下水汚泥から放射性物質が検出されたことにより、一

部処理場を除き下水汚泥を場外搬出できない状況となったため、処理場内での一時

保管、減容化処理を県から受託し、対応に当たった。

なお、県中浄化センターでは、従来の汚泥溶融処理に加え、平成２５年９月から

国で仮設焼却施設による減容化（平成２６年度からは県が運転管理）が計画どおり

行われている。

■ 収益事業については、前年度に引き続き、「下水道長寿命化計画策定業務支援事業」

において、公社が開発した「長寿命化データ処理システム」を用いて、４団体（５

件）に対し「下水道長寿命化支援制度」を円滑に活用できるよう支援を行うととも

に、「下水道工事に関する設計積算等の受託に関する事業」において、１６団体（２

８件）に対し下水道整備に係る設計積算等の支援を行うなど、収益事業全体で約２

億２千万円、前年度比２０３％の大幅増となった。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 市町村が実施する災害復旧事業への支援、流域下水道維持管理業務における下水

汚泥放射能対策について、県、市町村、関係機関との連携を図りながら対応してい

く必要がある。

■ 放射性物質を含んだ下水汚泥の発生等の影響により、県北処理区の民間一括委託

導入が延期されていることから、その状況を見極めつつ、民間一括委託方式の評価

等を踏まえた組織体制等について検討するとともに、あわせて県派遣職員数を削減

に努めていく必要がある。


